
 

 

 

 

子どもの福祉医療費助成対象者 

の拡大について（高校生世代まで） 

 

■ 助成内容 

【現 行】                                   

助 成 対 象 所得制限 入院・通院 

１５歳の年度末まで な し 無 料 
 

 

【拡大後】 

助 成 対 象 所得制限 入院・通院 

１８歳の年度末まで な し 無 料 
 

    

■高校生世代の人数  約２，４００人 

■実施時期      令和５年４月１日～ 

■手続きの流れ（予定） 

 ・令和４年１２月   関連経費を１２月補正（システム改修費等）・条例改正 

 ・令和５年１月下旬  市から対象世帯へ申請書を郵送（現在中学３年生は申請不要） 

 ・令和５年２月    対象世帯から市へ申請（返送） 

 ・令和５年３月    市から新しい「福祉医療費受給者証」を郵送  

 ・令和５年４月    拡大した内容で制度開始 

③すべての人に健康と福祉をなし なしなし なし
  

【問い合わせ】 
保健福祉部医療保険課医療助成係 
担当 松島 
TEL 0277-46-1111（内線272） 

令和4年10月17日 

保健福祉部医療保険課 

子育て世帯の負担軽減を図るため、令和５年４月から子どもの福祉

医療費助成対象者を高校生世代まで拡大します。このことにより安

心して医療機関を受診してもらうことで、子どもを産み、育てる環

境のより一層の充実を図ります。 
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